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芸
術
を
通
し
て
国
際
交
流
を

深
め
る
た
め
、
外
国
の
方
々
の

作
品
を
展
示
し
ま
す
。
最
終
日

に
は
、
出
展
者
を
交
え
た
交
流

会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

と　

き　
　

月
５
日（
火
）〜　

１２

１０

日
（
日
）　

午
前　

時
〜
午
後

１０

６
時（　

日
は
午
後
３
時
ま
で
）

１０

※
交
流
会
は
、　

月　

日
（
日
）

１２

１０

の
午
後
１
時　

分
〜
３
時
。

３０

と
こ
ろ　

ル
ネ
こ
だ
い
ら
展
示

室費　

用　

無
料

主　

催　

小
平
市
、
小
平
市
国

際
交
流
協
会

問
合
せ　

小
平
市
国
際
交
流
協

会
�　

（
３
４
２
）
４
４
８
８

０４２

（
日
曜
・
火
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 　

子
ど
も
の
手
に
よ
る
子
ど
も

情
報
誌
作
り
に
参
加
し
ま
せ
ん

か
。
ま
た
、
編
集
委
員
の
世
話

人
も
募
集
し
ま
す
。

�
編
集
委
員

対　

象　

小
学
５
年
生
〜
高
校

生活
動
内
容　

情
報
誌
の
企
画
、

取
材
、
編
集
、
発
行

�
世
話
人

対　

象　

大
学
生

活
動
内
容　

編
集
委
員
へ
の
助

言
、
指
導

�
第
１
回
編
集
委
員
会

と　

き　
　

月　

日
（
日
）　

１２

１７

午
前　

時
〜
正
午

１０

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

申
込
み　

生
涯
学
習
推
進
課
へ

（
電
話
可
）
�　

（
３
４
６
）

０４２

９
８
３
４

編

集

委

員

、

世
話
人
を
募
集

子
ど
も
の
権
利
条
約

普
及
推
進
事
業

 　

玉
川
上
水
沿
い
の
保
存
樹
林

で
、
落
ち
葉
掃
き
、
枯
れ
木
・

枯
れ
枝
処
理
、
間
伐
な
ど
を
行

い
ま
す
。

と　

き　
　

月
９
日
（
土
）　

１２

午
前
９
時　

分
〜
午
後
３
時　

３０

雨
天
中
止

集　

合　

午
前
９
時　

分
、
上

３０

水
新
町
地
域
セ
ン
タ
ー

と
こ
ろ　

上
水
新
町
地
域
セ
ン

タ
ー
南
側
樹
林
地
ほ
か

対　

象　

小
学
３
年
生
以
上

募
集
人
数　
　

人
３０

※
作
業
し
や
す
い
服
装
（
長
ズ

ボ
ン
着
用
）
と
靴
で
、
帽
子
、

軍
手
、
タ
オ
ル
、
弁
当
、
飲
み

物
、
筆
記
用
具
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

主　

催　

小
平
市

協　

力　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
東
京
ど

ん
ぐ
り
自
然
学
校
、
里
山
会

雑

木

林

で

保

全

活

動

を

し

ま

せ

ん

か

　

小
平
市
に
住
所
が
あ
る
方

（
在
留
期
間
が
１
年
以
上
の
外

国
籍
の
方
を
含
む
）
は
、
次
の

�
〜
�
に
該
当
す
る
方
を
除

き
、
す
べ
て
の

方
が
国
民
健
康

保
険
（
国
保
）

に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

�
職
場
の
健
康

保
険
、
船
員
保

険
、
共
済
組
合

な
ど
に
加
入
し

て
い
る
方
と
そ

の
被
扶
養
者

�
国
民
健
康
保

険
組
合
に
加
入

し
て
い
る
方

�
生
活
保
護
を

受
け
て
い
る
世

帯
の
方

　

す
で
に
国
保

に
加
入
し
て
い

る
方
で
、
�
〜
�
に
該
当
す
る

こ
と
に
な
っ
た
と
き
は
、
国
保

を
脱
退
す
る
手
続
き
が
必
要
で

す
。

手
続
き
窓
口　

保
険
年
金
課
、

東
部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市

役
所
（
受
付
の
み
）

※
保
険
年
金
課
で
は
、
土
曜
日

（
午
前
８
時　

分
〜
午
後
０
時

３０

　

分
）
も
手
続
き
が
で
き
ま
す

１５（
祝
日
と
年
末
年
始
を
除
く
）。

届
出
期
間　

変
更
理
由
の
発
生

し
た
日
か
ら　

日
以
内

１４

問
合
せ　

保
険
年
金
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
２
９

 　

年
金
を
受
け
る
権
利
の
有
無

の
確
認
は
、
毎
年
、
誕
生
月
に

社
会
保
険
庁
社
会
保
険
業
務
セ

ン
タ
ー
か
ら
送
付
さ
れ
る
現
況

年
金
受
給
者
の

現
況
確
認
方
法
が

変

わ

り

ま

す

国
民
年
金

届
に
よ
り
行
っ
て
い
ま
す
が
、

　

月
生
ま
れ
の
方
か
ら
、
住
民

１２基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

テ
ム
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
現
況
届
の
提
出
が
不
要
に

な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
方
は
、
引
き

続
き
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

す
。

▽
社
会
保
険
庁
に
届
け
出
さ
れ

て
い
る
住
所
が
、
住
民
票
上
の

住
所
と
異
な
る
場
合

▽
社
会
保
険
庁
に
住
所
変
更
な

ど
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合

▽
外
国
籍
（
外
国
人
登
録
）
の

方
お
よ
び
外
国
に
お
住
ま
い
の

場
合

　

ま
た
、
加
給
年
金
額
を
受
け

ら
れ
る
か
ど
う
か
の
生
計
維
持

の
確
認
が
必
要
な
方
は
「
生
計

維
持
確
認
届
」、
障
が
い
の
程

度
の
確
認
が
必
要
な
方
は
「
診

断
書
」
の
提
出
も
引
き
続
き
必

要
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ　

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

�
０
５
７
０
（　

）
１
１
６
５

０７

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

申
込
み　

電
話
で
、
水
と
緑
と

公
園
課
へ
（
先
着
順
）
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
８
３
０

 
�
冬
の
星
座
を
観
よ
う

と　

き　
　

月
３
日
（
日
）　

１２

午
後
７
時
〜
９
時　

雨
天
、
曇

天
時
は
中
止

と
こ
ろ　

花
小
金
井
北
公
民
館

屋
上

費　

用　

３
百
円
（
保
険
料
を

含
む
）

定　

員　
　

組
（
子
ど
も
と
保

１５

護
者
）

講　

師　

須
藤
弘
樹
さ
ん
（
小

平
市
野
鳥
と
緑
の
会
会
員
）

持
ち
物　

筆
記
用
具
、
双
眼
鏡

（
お
持
ち
の
方
）

主　

催　

小
平
市
野
鳥
と
緑
の

会申
込
み　
　

月　

日
（
水
）
ま

１１

２９

で
に
、
内
野
へ
�　

（
３
４
３
）

０４２

３
５
８
５

親
子
で
星
空
観
察
会

 
と　

き　
　

月　

日
（
水
）　

１１

２２

午
後
１
時
〜
４
時　

分
４５

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館

対　

象　

お
お
む
ね　

歳
以
下

３５

の
方

申
込
み　

産
業
振
興
課
へ
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
４

 
と　

き　
　

月　

日
（
月
）　

１２

１１

午
後
２
時
〜
４
時

と
こ
ろ　

東
部
市
民
セ
ン
タ
ー

費　

用　

無
料

対　

象　

お
お
む
ね　

歳
未
満

３０

の
方

定　

員　
　

人
３０

内　

容　

応
募
書
類
の
作
り
方

ほ
か

講　

師　

池
雅
子
さ
ん
（
就
職

若

年

者

就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー

実
践 
若
者
就
職
活
動

支
援
セ
ミ
ナ
ー

支
援
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

主　

催　

小
平
市
、
東
京
し
ご

と
セ
ン
タ
ー

申
込
み　
　

月
８
日
（
金
）
の

１２

午
後
５
時
ま
で
に
、
産
業
振
興

課
へ
（
先
着
順
）
�　

（
３
４

０４２

６
）
９
５
３
４

 　

小
平
の
地
域
情
報
満
載
サ
イ

ト
「
こ
だ
い
ら
ネ
ッ
ト
」
に
市

民
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
運
営
に

参
加
し
ま
せ
ん
か
。

と　

き　
　

月
１
日
・
８
日
・

１２

　

日
の
金
曜
日　

午
前　

時
〜

１５

１０

正
午　

全
３
回

と
こ
ろ　

小
平
商
工
会

費　

用　

１
千
円
（
資
料
代
）

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
の
方
で
、
パ
ソ
コ
ン
の
メ

ー
ル
を
使
え
る
方

定　

員　
　

人
１０

市
民
サ
ポ
ー
タ
ー

養

成

講

座

こ
だ
い
ら
ネ
ッ
ト

申
込
み　

小
平
商
工
会
へ
（
先

着
順
）
�　

（
３
４
４
）２
３
１

０４２

１
、
�　

（
３
４
３
）０
５
０
５

０４２

 
と　

き　
　

月
８
日
・　

日
の

１２

１５

金
曜
日　

午
後
６
時　

分
〜
８

３０

時　

分　

全
２
回

３０
と
こ
ろ　

国
分
寺
労
政
会
館

内　

容　

社
内
う
つ
・
過
労
自

殺
か
ら
労
働
者
を
守
る
た
め
に

　

労
働
時
間
規
制
と
改
正
労
働

安
全
衛
生
法

申
込
み　

東
京
都
労
働
相
談
情

報
セ
ン
タ
ー
国
分
寺
事
務
所
へ

�　

（
３
２
３
）
８
５
１
１
、

０４２
�　

（
３
２
３
）
８
５
１
２

０４２

 　

市
で
は
、
市
内
の
建
設
業
者

団
体
（
小
平
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
斡
旋
協
会
）と
協
定
を
結
び
、

労
働
セ
ミ
ナ
ー

市
内
業
者
を
あ
っ
せ
ん

住
ま
い
の
増
改
築
な
ど

 　

喜
平
町
二
丁
目
の
国
家
公
務

員
宿
舎
小
平
住
宅
跡
地
の
利
用

に
つ
い
て
、
一
団
地
の
住
宅
施

設
の
指
定
を
廃
止
し
、
新
た
に

地
区
計
画
案
を
作
成
し
ま
し

た
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。

と　

き　
　

月
１
日
（
金
）　

１２

午
後
７
時
か
ら

と
こ
ろ　

喜
平
地
域
セ
ン
タ
ー

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ

問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
５
４

 　

市
が
発
注
す
る
工
事
請
負
、

物
品
供
給
・
業
務
委
託
な
ど
の

契
約
の
う
ち
、「
内
容
が
軽
易

な
小
額
契
約
」
を
希
望
す
る
事

業
者
に
つ
い
て
、
平
成　

年
度

１８

喜
平
町
二
丁
目
地
区

地
区
計
画
に
関
す
る

説

明

会

小
額
随
意
契
約

事
業
者
登
録
制
度

分
は
来
年
３
月
末
に
有
効
期
間

が
終
了
す
る
た
め
、
今
回
、
平

成　

年
度
分
の
業
者
登
録
受
付

１９
を
行
い
ま
す
。

登
録
で
き
る
事
業
者　

次
の
条

件
を
満
た
す
事
業
者

▽
東
京
電
子
自
治
体
共
同
運
営

の
電
子
調
達
サ
ー
ビ
ス
に
業
者

登
録
を
し
て
い
な
い
こ
と

▽
市
内
に
本
店
ま
た
は
主
た
る

営
業
所
を
置
き
、
小
平
市
の
み

に
業
者
登
録
を
希
望
す
る
こ
と

契
約
で
き
る
範
囲　

�
工
事
請

負
…
予
定
価
格
百　

万
円
未
満

３０

�
物
品
供
給
・
業
務
委
託
な
ど

…
予
定
価
格
５
万
円
未
満

※
入
札
（
電
子
入
札
を
含
む
）

お
よ
び
電
子
入
札
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
行
う
見
積
も
り
合
わ

せ
に
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
。

申
請
書
配
布　
　

月
１
日（
金
）

１２

〜
平
成　

年
１
月　

日
（
金
）

１９

１２

に
、
契
約
管
財
課
で
配
布

※
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

登
録
方
法　

平
成　

年
１
月
９

１９

日（
火
）〜　

日（
金
）に
、
申
請

１２

書
な
ど
を
契
約
管
財
課
へ
提
出

※
詳
し
く
は
、
小
平
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
契
約
管
財
課
窓

口
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

※
新
規
に
登
録
を
希
望
す
る
事

業
者
は
、
契
約
管
財
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

契
約
管
財
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
１
７

 　

平
成　

・　

年
度
に
発
注
す

１９

２０

る
契
約
（
物
品
購
入
な
ど
）
の

入
札
資
格
審
査
申
請
書
の
販
売

お
よ
び
受
付
を
行
い
ま
す
。

販
売
期
間　
　

月
４
日
（
月
）

１２

〜　

日
（
金
）　

午
前
９
時
〜

１５
午
後
５
時

※
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
。

受
付
期
間　

平
成　

年
１
月　

１９

１７

日
（
水
）
〜　

日
（
火
）

２３

※
時
間
指
定
あ
り
。

販
売
・
受
付
場
所　

東
京
都
十

一
市
競
輪
事
業
組
合
業
務
課

（
京
王
閣
競
輪
場
内
）

問
合
せ　

東
京
都
十
一
市
競
輪

事
業
組
合
業
務
課
�
０
４
２

（
４
８
９
）
１
３
１
１

競

争

入

札

参
加
資
格
審
査

東
京
都
十
一
市

競
輪
事
業
組
合

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

安
心
し
て
発
注
で
き
る
業
者
や

職
人
さ
ん
を
紹
介
す
る
事
業
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

住
宅
の
修
繕
、
増
改
築
、
車

庫
、
フ
ェ
ン
ス
な
ど
の
付
帯
工

事
な
ど
、
住
ま
い
の
こ
と
な
ら

何
で
も
相
談
に
応
じ
ま
す
。
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

地
域
文
化
課
�　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
３
２

 　

小
平
・
村
山
・
大
和
衛
生
組

合
で
は
、
ご
み
処
理
施
設
の
余

熱
を
利
用
し
た
足
湯
施
設
を
整

備
中
で
す
（
完
成
予
定
は
来
年

３
月
）。
皆
さ
ん
か
ら
愛
さ
れ

親
し
め
る
施
設
と
す
る
た
め
、

愛
称
を
募
集
し
ま
す
。

ご
み
焼
却
の
余
熱
で
足
湯

ス
テ
キ
な
愛
称
を
募
集

応
募
資
格　

小
平
市
・
東
大
和

市
・
武
蔵
村
山
市
・
立
川
市
に
在

住
の
方（
組
合
関
係
者
を
除
く
）

応
募
方
法　
　

月　

日
（
木
）

１１

３０

ま
で
（
は
が
き
は
消
印
有
効
）

に
、
�
愛
称
と
そ
の
説
明
（　
４０

字
程
度
）
�
住
所
�
氏
名
（
ふ

り
が
な
）
�
年
齢
�
性
別
�
電

話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
は
が

き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
問
合
せ
先
へ

※
１
人
何
点
で
も
応
募
で
き
ま

す
（
１
件
に
つ
き
愛
称
１
点
）。

※
採
用
は
、
選
考
委
員
会
で
決

定
し
、
採
用
者
（
複
数
の
場
合

は
抽
選
）
に
は
記
念
品
を
差
し

上
げ
ま
す
。

※
愛
称
は
自
作
で
未
発
表
の
も

の
に
限
り
ま
す
。

※
応
募
作
品
の
権
利
は
、小
平
・

村
山
・
大
和
衛
生
組
合
に
帰
属

し
、
返
却
し
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

小
平
・
村
山
・
大
和

衛
生
組
合
計
画
課
（
〒　

�
０

１８７

０
３
３　

中
島
町
２
番
１
号
）

�　

（
３
４
１
）
４
３
４
５
、

０４２
�　

（
３
４
３
）
５
３
７
４
、

０４２
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脱退の手続き
手続きに必要なものこ ん な と き

被保険者証（転出届出後、国民健康保険係へ）小平市を転出するとき
被保険者証、勤務先の被保険者証職場の健康保険などに加入したとき
被保険者証、保護開始決定通知書生活保護を受けるようになったとき

2006こだいら2006こだいら
小平市国際交流協会

����������������������������

正
し
く
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
か

国
民
健
康
保
険

加入の手続き
手続きに必要なものこ ん な と き

（転入届出後、国民健康保険係へ）小平市に転入したとき（前住所で国
保に加入していた方）

職場の健康保険などの資格がなくな
ったことを証明するもの（資格喪失
証明書、離職票、退職証明書など）

職場の健康保険などの資格がなくな
ったとき

保護廃止決定通知書生活保護を受けなくなったとき
※同一世帯で、すでに小平市の国保に加入している方がいるときは、その被保険者証を持参してください。


